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国
保
の
広
域
化
制
度
で
、
深
谷
市
の

国
保
制
度
は
ど
う
変
わ
る
の
か
。

　
　

平
成
30
年
度
か
ら
埼
玉
県
が
市
と
と

も
に
国
保
の
保
険
者
に
な
り
、
財
政
運
営

を
行
う
。
深
谷
市
は
県
に
国
保
事
業
費
納

付
金
を
納
め
、
県
は
保
険
給
付
の
財
源
と

し
て
全
額
、
深
谷
市
に
交
付
す
る
。

　
　

県
か
ら
示
さ
れ
た
国
保
事
業
費
納
付

金
額
と
標
準
保
険
税
率
は
ど
う
か
。

　
　

昨
年
末
に
県
か
ら
テ
ス
ト
も
兼
ね
て

粗
い
試
算
値
が
示
さ
れ
た
が
、
納
付
金
は

約
43
億
円
で
、
１
人
当
た
り
の
保
険
税
額

は
、
今
の
税
額
の
1.3
倍
に
な
る
。

　
　

広
域
化
さ
れ
て
も
一
般
会
計
か
ら
の

繰
り
入
れ
で
国
保
税
の
引
き
下
げ
を
。

　
　

被
保
険
者
数
の
減
少
に
よ
る
国
保
税

収
入
の
減
少
、
医
療
費
の
増
加
な
ど
で
国

保
財
政
が
厳
し
く
な
る
の
で
、
国
保
税
の

引
き
下
げ
は
考
え
て
い
な
い
。

̶
学
校
の
放
射
能
汚
染
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
大
丈
夫
か̶

　
　

福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
能

汚
染
か
ら
６
年
に
な
る
が
、
市
内
の
小
中

学
校
の
汚
染
状
況
は
ど
う
か
。

　
　

年
４
回
、
校
庭
と
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト

で
あ
っ
た
箇
所
を
測
定
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
し
て
い
る
。
全
校
基
準
値
以
内
。

̶

高
く
な
る
水
道
料
金
の

　
　
　
　
　
　
　
負
担
軽
減
を̶

　
　

下
水
道
料
金
に
続
き
水
道
料
金
も
上

が
る
が
、
負
担
軽
減
制
度
は
あ
る
の
か
。

　
　

漏
水
に
限
り
減
免
を
行
っ
て
い
る
。

　
　

廃
止
し
た
水
道
施
設
の
活
用
を
。

　
　

廃
止
し
て
い
る
浄
配
水
場
は
６
カ
所

だ
が
、
老
朽
化
や
統
廃
合
で
廃
止
さ
れ
た
。

施
設
解
体
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
の
で

解
体
し
活
用
を
図
る
こ
と
は
困
難
。

Q
高
く
て
払
え
な
い
国
保
税
、
広
域
化
で
ま
た
上
が
る
の
か

A
県
か
ら
示
さ
れ
た
試
算
で
は
、
１
人
当
た
り
1.3
倍
に

鈴
木
　
三
男

す
ず    

き
　
　
　  

み
つ   

お

　
　

国
が
定
め
る
待
機
児
童
の
定
義
が
あ

い
ま
い
で
、
深
谷
市
で
は
希
望
す
る
保
育

園
に
入
れ
な
く
て
も
、
車
で
30
分
以
内
の

場
所
に
入
れ
る
園
が
あ
る
の
に
断
っ
た
場

合
は
公
的
待
機
児
童
で
は
な
く
、
私
的
待

機
と
し
て
い
る
が
、
他
市
で
は
、
自
宅
か

ら
２
キ
ロ
以
内
と
定
め
て
い
る
。
公
的
私

的
に
か
か
わ
ら
ず
、
待
機
児
童
を
無
く
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

　
　

私
的
待
機
児
童
も
含
め
、
待
機
児
童

解
消
に
向
け
て
努
め
て
い
く
。

　
　

市
内
公
立
保
育
園
５
園
の
入
園
率
が

85
％
と
私
立
保
育
園
の
１
０
４
％
に
比
べ
、

極
端
に
低
い
が
理
由
を
聞
き
た
い
。

　
　

臨
時
採
用
の
保
育
士
の
確
保
が
で
き

て
い
な
い
の
が
要
因
で
あ
る
。

　
　

私
立
保
育
園
で
も
、
保
育
士
不
足
で

苦
労
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
市

主
催
で
合
同
の
保
育
士
就
職
説
明
会
を
開

催
し
て
は
ど
う
か
、
考
え
を
聞
き
た
い
。

　
　

私
立
保
育
園
関
係
者
の
意
見
を
聞
き

な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

　
　

保
育
士
確
保
の
た
め
、
国
県
で
は
保

育
士
宿
舎
借
上
げ
補
助
事
業
を
行
な
っ
て

い
る
が
、
導
入
す
る
考
え
は
あ
る
の
か
。

　
　

近
隣
の
状
況
を
見
な
が
ら
、
今
後
、

検
討
し
て
い
く
。

̶

埼
玉
県
農
林
公
園
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
連
携
は̶

　
　

県
で
は
、
約
２
億
９
千
万
円
を
か
け

て
、
深
谷
市
本
田
地
内
に
あ
る
農
林
公
園

を
再
整
備
し
て
、「
食
」
と
「
農
」
の
拠

点
と
す
る
と
発
表
し
て
い
る
が
、
市
内
農

業
の
発
展
、
地
域
経
済
の
活
性
化
の
た
め
、

ど
の
よ
う
に
連
携
し
て
い
く
の
か
。

　
　

再
整
備
後
に
実
施
さ
れ
る
各
種
事
業

に
つ
い
て
、
協
議
を
行
い
進
め
て
い
く
。

Q
保
育
園
に
入
園
で
き
な
い
、
待
機
児
童
は
何
人
い
る
の
か

A
28
年
度
、
公
的
待
機
児
童
は
０
人
、
私
的
は
73
人
で
あ
る

清
水
　
健
一

し
　 

み
ず
　
　    

け
ん  

い
ち

　
　
議
会
で
調
停
申
し
立
て
の
議
決
を
得

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
に
何
の
報
告

も
な
く
取
り
下
げ
る
行
為
は
適
切
か
。
議

員
は
調
停
取
り
下
げ
後
、
初
め
て
「
調
停

で
合
意
を
目
指
す
方
針
」
か
ら
「
区
画
整

理
手
法
に
よ
る
方
針
」
へ
の
転
換
を
知
ら

さ
れ
た
。
市
は
重
大
な
方
針
決
定
の
際
に

は
、
議
会
へ
の
報
告
は
も
ち
ろ
ん
、
意
見

を
求
め
る
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

　
　
法
律
上
、
調
停
取
り
下
げ
の
判
断
に

つ
い
て
は
、
議
決
を
要
す
る
も
の
で
は
な

い
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
取
り
下
げ
後
、

速
や
か
に
議
会
へ
報
告
し
た
こ
と
か
ら
、

適
切
な
対
応
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
ま
で
の
開
発
手
法
で
あ
れ
ば
三

菱
地
所
・
サ
イ
モ
ン
が
撤
退
し
た
後
も
ほ

と
ん
ど
が
そ
の
ま
ま
の
土
地
の
面
積
で

残
っ
た
が
、
区
画
整
理
手
法
で
は
約
２
割

５
分
減
歩
さ
れ
た
土
地
と
な
る
。
減
歩
で

生
み
出
さ
れ
た
土
地
は
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
の

周
囲
の
道
路
拡
幅
と
公
共
ゾ
ー
ン
の
事
業

用
地
に
充
て
ら
れ
る
。
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
を

呼
び
込
む
た
め
の
区
画
整
理
で
あ
る
。
通

常
の
ま
ち
づ
く
り
の
区
画
整
理
で
は
快
適

な
住
空
間
が
享
受
で
き
る
が
、
今
回
の
区

画
整
理
で
は
、
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
が
撤
退
し

て
し
ま
え
ば
現
在
の
面
積
の
約
75
％
に
減

ら
さ
れ
た
土
地
し
か
残
ら
な
い
。
こ
の
リ

ス
ク
を
地
権
者
に
説
明
し
て
い
る
の
か
。

　
　
リ
ス
ク
と
い
う
よ
り
重
要
事
項
で
あ

る
と
認
識
し
て
お
り
、
丁
寧
に
説
明
し
た

う
え
で
意
向
確
認
書
を
提
出
い
た
だ
い
た
。

Q
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
撤
退
後
の
リ
ス
ク
説
明
を
地
権
者
に
し
た
か

A
重
要
事
項
は
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る

佐
久
間
　
奈
々

さ
　  

く
　 

ま
　
　
　
　  

な
　  

な

　
　

改
正
介
護
保
険
法
に
よ
り
、
実
施
主

体
が
市
町
村
と
な
っ
た
事
業
の
そ
の
後
に

つ
い
て
。
一
般
介
護
予
防
事
業
の
進
捗
は
。

　
　

県
の
モ
デ
ル
事
業
を
受
け
、
住
民
主

体
の
介
護
予
防
体
操
な
ど
を
す
る
「
通
い

の
場
」
を
３
カ
所
開
始
し
た
。

　
　

今
後
の
展
開
は
。

　
　

３
カ
所
が
継
続
し
て
実
施
で
き
る
よ

う
支
援
し
、
併
せ
て
周
知
に
努
め
て
い
く
。

　
　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強

化
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
。

　
　

職
員
の
負
担
も
増
す
中
、
運
営
が
安

定
的
・
継
続
的
に
行
え
る
よ
う
、
人
員
体

制
の
強
化
に
向
け
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
　

認
知
症
施
策
推
進
の
取
り
組
み
は
。

　
　

認
知
症
に
関
わ
る
支
援
体
制
と
し
て
、

平
成
28
年
12
月
よ
り
、
各
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
に
「
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
」

を
配
置
し
た
。
ま
た
、「
認
知
症
カ
フ
ェ
」

未
設
置
の
日
常
生
活
圏
域
に
も
設
置
で
き

る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。

　
　

生
活
支
援
体
制
の
整
備
の
進
捗
は
。

　
　

平
成
28
年
４
月
に
「
第
１
層
生
活
支

援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
を
社
会
福
祉
協

議
会
に
業
務
委
託
し
た
。
ま
た
、
11
月
に

は
第
１
層
協
議
体
「
く
ら
し
の
見
守
り
と

助
け
あ
い
会
議
」
を
設
置
し
た
。
協
議
体

は
２
回
開
催
し
、
地
域
の
課
題
共
有
を
図

っ
て
い
る
。

　
　

今
後
の
展
開
と
し
て
は
。

　
　

具
体
的
な
課
題
の
解
決
策
が
図
ら
れ

る
よ
う
協
議
し
て
い
く
。

　
　

第
２
層
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
に
つ
い
て
は
。

　
　

平
成
29
年
４
月
よ
り
、
各
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
に
配
置
で
き
る
よ
う
進
め

て
い
る
。

Q
介
護
予
防
の
強
化
、
担
い
手
の
確
保
が
重
要
テ
ー
マ
だ
が

A
目
的
達
成
に
向
け
効
果
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
て
い
く

五
間
　
く
み
子

ご
　 

ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

こ

げ
ん　

ぶ

くらしの見守りと助けあい会議

旧水道施設

農林公園
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